
【届書・申請書名】 

 健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届 

 

【手続概要】 

 健康保険・厚生年金保険に加入している被保険者の住所に変更があった場合

は、届出をしなければなりません。 

 

【手続根拠】 

 健康保険法施行規則第２８条の２ 

 厚生年金保険法施行規則第６条の２、第２１条の２ 

 

【添付書類】 

 なし 

 

【提出者】 

 事業主 

 

【提出先】 

 事業所の所在地を管轄する社会保険事務所 

 

【提出方法】 

 窓口持参、郵送、電子申請 

 

【提出期限】 

 すみやかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


